
福井地方法務局では，登記手続
案内は「完全予約制」となってお
ります。

事前に電話等で予約いただくよ
うお願いいたします。

予約なしに来庁された場合，当
日お受けできないことがあります。

１回のご利用時間は，２０分以内とさ
せていただきます。

法務局に電話又は窓口で直接お申し込
みください。



１ 利用時間は，１回当たり２０分以内です。

２ 利用の際には，現在の登記の内容を確認する必要があるため，

登記事項証明書や地図証明書等をお持ちください。

３ 登記申請手続の一般的な説明を行います。登記申請書や添付

書類の作成の援助・助力はできません。

４ 法律相談や個別の契約内容，将来の行為などの相談はお受け

できません。

５ 登記申請の審査は，申請後に登記官が行います。事前の審査

はできません。登記官の審査の結果，補正が必要になる場合が

あります。

６ 多くの場合，登記を完了させるまでには，数回来庁していた

だくことになります。時間の制約がある方は，司法書士や土地

家屋調査士への依頼を検討されることをお勧めします。

７ 登記申請の代理ができるのは，限定されています。他人が業

として登記申請の代理ができるのは，法令で定められた場合の

みで，これに違反すると罰則がありますので，ご注意願います。

庁　名 所　在 電話番号 管　轄

本局（登記部門） 〒９１０－８５０４
福井市春山一丁目１－５４
（福井春山合同庁舎）

０７７６－２２－４９８８ 【不動産】
福井市，大野市，勝山市，あわら市，坂
井市，吉田郡永平寺町
【商業・法人】
福井県内全市町

武生支局 〒９１５－０８８３
越前市新町９－９－１１

０７７８－２２－８０２４ 【不動産】
鯖江市，越前市，南条郡南越前町，今立
郡池田町，丹生郡越前町

敦賀支局 〒９１４－００６５
敦賀市松栄町７－２８
（敦賀地方合同庁舎）

０７７０－２５－０１７４ 【不動産】
敦賀市，三方郡美浜町，三方上中郡若狭
町（小浜支局の管轄に属する地域を除
く。）

小浜支局 〒９１７－００７４
小浜市後瀬町７－１０
（小浜地方合同庁舎）

０７７０－５２－０２３８ 【不動産】
小浜市，大飯郡高浜町・おおい町
三方上中郡若狭町のうち，安賀里，麻生
野，海士坂，有田，市場，井ノ口，瓜
生，大鳥羽，小原，兼田，上野木，上吉
田，仮屋，熊川，上黒田，神谷，河内，
無悪，下夕中，下野木，下吉田，新道，
末野，杉山，関，玉置，堤，天徳寺，長
江，中野木，日笠，三生野，三田，南，
三宅，武生，持田，山内，若王子，若狭
テクノバレー，脇袋
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